
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  交際費課税                        

Ｑ：交際費は、法人税では全額損金になら

ないそうですが、どのようになっているので

すか？                                          

                                              

Ａ：次のようになっています。 

【解説】  

「交際費」というのは、取引先との親睦を

深め、その歓心を買うことによって取引関係

の円滑化を図り、ひいては収益の拡大をはか

ることを目的として支出するものですから、

企業会計では、当然に費用として取り扱われ

ます。 

しかし、法人税では、交際費等の中には冗

費的支出も多いことから、その支出を抑制し

資本蓄積を促進するため、交際費等に一定の

限度額を設け、その限度額を超える金額につ

いては損金の額に算入しないこととされてい

ます。 

つまり、法人税では営業活動に必要な交際

費等を支出したとしても、全額が損金にはな

らず、その支出した交際費等に対しても税金

が課されることになっているのです。 

これを交際費課税といいますが、交際費等

のうち接待飲食費(一定事項が記載された飲

食費)の額の半分までは損金として認められ、

(期末資本金の額が１億円以下の中小法人に

ついては、年８百万円の定額控除限度額まで

を損金として認める方法との選択適用)その

額を超える部分の金額については、損金に算

入されないこととなっています。 
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